
 

東京都学校事務職員労働組合（東学） 新宿区西新宿２－８－１ 都庁第２本庁舎３２階  

（学校の働き方改革「見える化」調査結果特集） ２０２６年３月１６日 ＮO.７８４ 

学校の働き方改革のための「見える化」調査

結果 「進捗状況を明確」「改革を推進」 
 文部科学省は、「給特法やそれに基づく大臣指針の改正等を踏まえ、１か月当たりの平

均時間外在校等時間等の教師の勤務状況や、法律・指針等において規定した取組の進捗状

況（『学校と教師の業務の３分類』に基づく取組状況を含む）等を調査」し、結果を公表

しました。 

調査結果 時間外在校等時間等の状況 
（令和６年度の状況） 

令和５年度と比較して、 

月４５時間以下の教諭の割合は、全ての学校種において改善。 

月８０時間超の教諭の割合も、全ての学校種において改善。 

 

年間３６０時間以下の教諭の割合は、 

小学校で約５３％、中学校で約３６＆、高等学校で約５２％、特別支援学校で約８１％、

幼稚園で約８７％。 

 

給特法で目標が設定された１か月平均時間外在校等時間は、小学校教諭で約３１時間、中

学校教諭で約４０時間、高等学校教諭で約３３時間、特別支援学校教諭で約２１時間、幼

稚園教諭で約１５時間。 

また、教育委員会間の差が大きく、１か月の平均時間が３０時間超である教育委員会は、

全学校種において存在し、特に小・中・高においては５０％以上を占めている。 

（給特法付則で、政府は令和１１年度までに、公立の義務教育諸学校等の教育職員につい

て、１か月時間外在校等時間を平均３０時間程度に削減することを目標とする、ことを規

定） 

 

年間平均有給休暇取得日数は、 

小学校で約１７日、中学校で約１５日、高等学校で約１５日、特別支援学校で約１７日、

幼稚園で約１３日。 

小学校における勤務状況の把握 
１． １か月「４５時間以下」に該当する割合（令和６年度） 

 ７７．８％（令和５年度比 ＋２．４pt） 月８０時間超１．３％（−０．３pt） 

２．１年間「３６０時間以下」等に該当する割合 

 ５２．９％ ３６０時間超 ４７．１％ 

３．１か月の平均時間 

 時間外在校等時間 ３０．６時間 ３０時間超の教育委員会の割合 ５１．３％ 

 １年間の平均有給休暇取得日数 １６．５日 



中学校における勤務状況の把握 
１．１か月「４５時間以下」に該当する割合（令和６年度） 

 ６０．５％（令和５年度比 ＋２．９pt） 月８０時間超７．４％（−０．６pt） 

２．１年間「３６０時間以下」等に該当する割合 

 ３５．７％ ３６０時間超 ６４．３％ 

３．１か月の平均時間 

 時間外在校等時間 ４０．４時間 ３０時間超の教育委員会の割合 ８０．７％ 

 １年間の平均有給休暇取得日数 １４．６日 

「３分類１９項目」のうち事務職員に関わる

事項（抜粋）の教育委員会の取り組み状況 
「学校以外が担うべき業務」 

３．学校徴収金（給食費を含む）の徴収・管理は、公会計化（地方公共団体の歳入歳出予

算に組み入れること）または教師が関与しない方法（地方公共団体や教育委員会による徴

収・管理を含む）で徴収・管理等を行っている。 

都道府県５９．６％ 政令市７０．０％ 市区町村４４．５％ 総計４５．２％ 

「教師以外が積極的に参画すべき業務」 

６－２調査・統計等への回答について、學校での回答が必要なものについては、教師の専

門性に深く関わるものを除き事務職員が中心となって回答するよう学校に促している。 

都道府県２７．７％ 政令市５０．０％ 市区町村４４．８％ 総計４４．４％ 

７．学校の広報資料・ウェブサイトの作成・管理業務を学校において行う場合には、事務

職員等が中心となって行っている。又は、民間事業者等への委託を行っている。 

都道府県２７．７％ 政令市５０．０％ 市区町村４４．８％ 総計４４．４％ 

８．ＩＣＴ機器・ネットワーク設備の日常的な保守・管理は、教育委員会と学校が連携を

図りながら、事務職員やＩＣＴ支援員が中心となって行っている。又は、民間事業者等へ

委託を行っている。 

都道府県６１．７％ 政令市６５．０％ 市区町村８０．８％ 総計８０．１％ 

「教師の業務だが、負担軽減を促進するべき業務」 

１７．学校行事の準備・運営について、事務職員及び教員業務支援員等の支援スタッフと

の協働促進や、外部委託を行うなど、負担軽減を図っている。 

都道府県８０．９％ 政令市９０．０％ 市区町村５６．４％ 総計５７．４％ 

１８．生徒の卒業後の就職先に関する情報収集等について、教師と事務職員及び教員業務

支援員等の支援スタッフや、地方公共団体等における就職に関する専門人材との協働を促

進している。 

都道府県９３．６％ 政令市５５．０％ 市区町村１４．１％ 総計１６．６％ 

教員の業務負担は減少！事務職員は負担増？ 
 「学校における働き方改革」という名のもとに、教員の業務の削減や超過勤務の縮減が

計画されています。「学校以外が担うべき業務」や「１か月時間外在校等時間を平均３０

時間程度に削減」などは、すぐにでも実現させるべきことです。しかし、事務職員につい

ては、逆に業務負担の増加がなされようとしています。「押し付け」は、あってはなりま

せん。特に、「ＩＣＴ機器・ネットワーク設備の日常的な保守・管理」は、パソコンにつ

いて専門的な知識を持っているわけではない事務職員の業務とすることは、問題です。

「外部委託」などの別な方法を考えるべきです。事務職員にも、「働き方改革」を。 


